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参考資料                                 資料１－２ 

白岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

           新 

 

 

           旧 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の

所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属

する年の前年の所得に係る地方税（昭和２５年

法律第２２６号。以下「法」という。）第３１

４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合計額から同条第２項の規定による

控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の

合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」と

いう。）に１００分の７．１５を乗じて算定す

る。 

２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の

被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被

保険者１人について３３，６００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支

援金等課税額の所得割額） 

第５条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後

の総所得金額等に１００分の２．５４を乗じて

算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支

援金等課税額の被保険者均等割額） 

第６条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被

保険者１人について１５，２００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第７条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金

課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等

に１００分の２．２５を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等 

割額） 

第８条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介

護納付金課税被保険者１人について１５，８０

０円とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の

所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属

する年の前年の所得に係る地方税（昭和２５年

法律第２２６号。以下「法」という。）第３１

４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合計額から同条第２項の規定による

控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の

合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」と

いう。）に１００分の７．０４を乗じて算定す

る。 

２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の

被保険者均等割額） 

第４条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被

保険者１人について２８，４００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支

援金等課税額の所得割額） 

第５条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後

の総所得金額等に１００分の２．４１を乗じて

算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支

援金等課税額の被保険者均等割額） 

第６条 第２条第３項の被保険者均等割額は、被

保険者１人について１４，７００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第７条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金

課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等

に１００分の２．２１を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等 

割額） 

第８条 第２条第４項の被保険者均等割額は、介

護納付金課税被保険者１人について１５，４０

０円とする。 
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（国民健康保険税の減額） 

第２０条 略 

⑴ 略 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について ２３，５２０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について １０，６４０円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について １１，０６０円 

⑵ 略 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について １６，８００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について ７，６００円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ７，９００円 

⑶ 略 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について ６，７２０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について ３，０４０円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ３，１６０円 

（国民健康保険税の減額） 

第２０条 略 

⑴ 略 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について １９，８８０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について １０，２９０円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について １０，７８０円 

⑵ 略 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について １４，２００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について ７，３５０円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ７，７００円 

⑶ 略 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。） １人

について ５，６８０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について ２，９４０円 

ウ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について ３，０８０円 
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２ 略 

⑴ 略 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した

世帯 ５，０４０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した

世帯 ８，４００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した

世帯 １３，４４０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

１６，８００円 

⑵ 略 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額した

世帯 ２，２８０円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額した

世帯 ３，８００円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した

世帯 ６，０８０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

７，６００円 

 

２ 略 

⑴ 略 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した

世帯 ４，２６０円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した

世帯 ７，１００円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した

世帯 １１，３６０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

１４，２００円 

⑵ 略 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額した

世帯 ２，２０５円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額した

世帯 ３，６７５円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した

世帯 ５，８８０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

７，３５０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


